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今日のわが国においては、複雑多様化する社会情勢や、少子高齢化の急激な進
行、国際化の進展などにより、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。
また、人々の価値観の多様化などと相まって、社会経済全般にわたって大きな転
換期を迎えています。
なかでも、情報通信技術（ICT）の発展はめざましく、行政をはじめ産業、医療、
保健、福祉、教育などのあらゆる分野において、その積極的な利活用が期待され
ています。

一方最近では、いつでも、どこでも、何でも、だれでもがネットワークを通じ
て、情報の自在なやりとりを行うことのできるユビキタスネットワーク社会の実
現に向け、より高度な情報化も進展しており、市民や事業者等がこれらの情報化
の恩恵を享受できる環境整備や、ICTの進展に対応した新たな地域活性化施策が重
要な課題となってきています。

このような時代の潮流に対応するため、本市では、21世紀初頭を展望する総合
計画基本構想を平成16年3月に策定し、現在その将来像である「21世紀に躍動す
る生活・文化・交流都市」の実現にむけ、様々な施策を展開しており、高度情報
化の推進につきましてもまちづくりを象徴するシンボルプロジェクトの一つとし
て位置づけています。
本市の地域情報化基本計画は、ICTが市民のくらしに深くまた広く浸透していく

なかで、すべての人が等しく情報化の恩恵を受けることができ、本市における効
果的・効率的な情報化施策を実現するための指針として策定するものであり、ICT
の利活用により、更なる市民サービスの向上を図り、すべての人にとって利便性
の高いまちづくりをめざすものであります。
今後、本計画に基づき、市民をはじめ関係機関との連携・協働のもと地域情報

化施策の着実な推進に努めてまいりたいと考えておりますので、市民の皆さまの
より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご審議をいただきました東か
がわ市地域情報化検討委員会の委員の皆さまに深く感謝申し上げます。

平成１８年３月

東かがわ市長　中　條　弘　矩
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